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・知事は、修学資金の貸与を受けた者が次のいずれかに該当するときは、返還金及び加算金の返還を免除する。 
 １ 獣医師免許を取得後 1年以内に指定期間において獣医師の業務に従事し、その従事した期間が修学資金の貸与期間の 2分の 3に
達したとき 

 ２ １に規定する業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができ

なくなったとき 
・知事は、修学資金の貸与を受けた者が死亡、心身の故障その他やむを得ない理由により返還金及び加算金を返還することができなく

なったときは、当該返還金及び加算金の全部又は一部の返還を免除することができる。 
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